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石 巻 市 第 ３ 次 障 害 者 計 画 （ 案 ） 

＜計画の位置付けと計画期間＞ 

「障害者計画」は、「障害者基本法」における「市町村障害者計画」に位置付けられ、福祉を含む幅広い分野の障害者施策に関し、基本的な考え方や方向性を定めるものです。計画期間については、

平成２９年度から平成３２年度までの４年間とします。 

【第２次障害者計画】 （平成２４年度～平成２８年度） 

 

基本理念：「共に暮らし支えあう、自分らしい暮らしを描けるまちへ」 

 

基本目標 基本目標を達成するための施策 

１ 支えあう市民意識の醸成に努めます １-１ 啓発活動、福祉教育の推進 

１-２ 地域交流、ボランティア活動の推進 

２ 暮らしやすい支援体制を構築します ２-１ 相談支援体制の充実 

２-２ 保健・医療サービスの充実 

２-３ 障害福祉サービスの充実 

２-４ 地域生活移行の推進 

３ 社会活動を支援し教育環境の充実を 

図ります 

３-１ 就労支援の推進 

３-２ 保育・教育環境の充実 

３-３ スポーツ・文化活動の推進 

４ 「誰もが暮らしやすい」まちづくり 

を推進します 

４-１ ユニバーサルデザインのまちづくりの

推進 

４-２ 移動支援の充実 

４-３ 情報・コミュニケーション支援の充実 

４-４ 緊急時・災害時の安心安全策の強化 

４-５ 日常生活における安心安全の確保 
 

【第３次障害者計画】 （平成２９年度～平成３２年度） 

 

基本理念：「共に暮らし支えあう、自分らしい暮らしを描けるまちへ」 

 

基本目標 基本目標を達成するための施策 

１ 障害による差別をなくし、支えあう 

市民意識の醸成に努めます 

１-１ 啓発活動、福祉教育の推進 

１-２ 地域交流、ボランティア活動の推進 

１-３ 人権・権利擁護の推進 

１-４ 障害を理由とする差別の解消の推進 

２ 暮らしやすい福祉的支援体制を構築し 

ます 

２-１ 相談支援体制の確保 

２-２ 保健・医療サービスの提供 

２-３ 障害福祉サービスの充実 

２-４ 障害児サービスの充実 

２-５ 地域生活移行の推進 

３ 意欲のある人が自分に合った働き方の 

できる環境づくりを推進します 

３-１ 多様な就労への支援 

４ 社会・文化等の活動に参加できる環境 

づくりを推進します 

４-１ 移動支援の充実 

４-２ スポーツ・文化活動の推進 

４-３ 情報・コミュニケーション支援の充実 

５ 児童の療育支援環境や保育・教育環境等 

の充実に努めます 

５-１ 発達・療育支援環境の充実 

５-２ 保育・教育環境の充実 

６ 共に安心して暮らせるまちづくりを 

推進します 

６-１ ユニバーサルデザインのまちづくりの

推進 

６-２ 日常生活における安心安全の確保 

６-３ 災害時の安心安全策の強化 
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石巻市第３次障害者計画体系図（平成２９年度～平成３２年度） 

障害者施策が目指す姿は、障害者基本法が示す「地域社会における共生」であり、障害の有無にかかわらず、誰もが基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、すべての市民が相互に

人格と個性を尊重し合い、障害の有無によって分け隔てられることなく、地域社会において、共に安心して暮らせる福祉のまちです。基本目標を達成するため、次の施策に取り組みます。 
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【 基本目標 】 

基本目標１ 

障害による差別をなくし、支えあう

市民意識の醸成に努めます 

基本目標３ 

基本目標４ 

基本目標５ 

児童の療育支援環境や保育・教育環境等

の充実に努めます 

基本目標６ 

共に安心して暮らせるまち 

づくりを推進します 

基本目標２ 

暮らしやすい福祉的支援体制を構築

します

【 基本目標を達成するための施策 】 【 施策の取組内容 】 

施策 1-1 啓発活動、福祉教育の推進(P.42) 

施策 1-2 

1-1-1 広報･啓発活動の推進 
1-1-2 福祉教育の推進 

施策 1-3 人権・権利擁護の推進(P.46) 

施策 1-4 障害を理由とする差別の解消の推進
(P.48) 

1-2-1 地域交流活動の推進 
1-2-2 ボランティア活動の活性化 

1-3-1 権利擁護･成年後見制度利用の促進 
1-3-2 障害者虐待防止対策の推進 

1-4-1 障害者に対する差別等の禁止 
1-4-2 社会的障壁除去のための合理的配慮 

施策 2-1 相談支援体制の確保(P.50) 
2-1-1 相談窓口の充実 
2-1-2 総合的な相談支援の推進 
2-1-3 職員･相談支援員等の資質向上 

2-2-1 保健サービスの充実 
2-2-2 医療費の助成 

2-3-1 在宅障害福祉サービスの提供 
2-3-2 日中活動の場づくり 
2-3-3 居住･生活の場の確保 
2-3-4 重症心身障害児者の支援 
2-3-5 サービス基盤の整備と適正な運営管理の推進 
2-3-6 経済的支援の実施 

2-4-1 障害児支援の充実 

2-5-1 円滑な地域生活への移行 
2-5-2 地域移行支援の体制づくり 

施策 2-2 (P.53)

施策 2-3 障害福祉サービスの充実(P.55) 

施策 2-4 障害児サービスの充実(P.59) 

施策 2-5 地域生活移行の推進(P.60) 

施策 3-1 多様な就労への支援(P.62) 
 

3-1-1 多様な就労への支援 
3-1-2 一般就労の推進 
3-1-3 就労定着への支援 

施策 4-1 移動支援の充実(P.65) 
4-1-1 移動費用の助成等 
4-1-2 移動支援による行動範囲の拡大 

施策 4-2 (P.67)
4-2-1 生涯学習機会の充実 
4-2-2 多様なスポーツ・文化・レクリエーション活動 

の充実 
施策 4-3 情報・コミュニケーション支援 

の充実(P.69) 
4-3-1  
4-3-2 障害特性に応じた情報提供の充実 

施策 5-1 発達・療育支援環境の充実(P.71) 5-1-1 発達・療育支援環境の充実 

施策 5-2 保育・教育環境の充実(P.72) 
5-2-1 障害のある子どもたちへの保育・教育の推進 
5-2-2 学校施設の整備･充実 

施策 6-1
(P.74)

施策 6-2 
(P.76)

施策 6-3 災害時の安心安全策の強化(P.78)

6-1-1  
6-1-2 住環境改善のための支援･整備 

6-3-1 災害時における避難支援体制の強化 

6-2-1 防犯･交通安全対策の推進 
6-2-2 消費生活における相談支援 
6-2-3 緊急時における安全確保対策の推進 


